
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害区分による開設避難所 

災害区分 
大規模地震等 

（全市的・長期的災害） 

浸水害・土砂災害 

（局所的・短期的災害） 

避難情報 

発令判断 

震度等 

（被害状況による） 

土砂災害警戒情報 

洪水予報 等 

開 設 

避 難 所 

震度６以上は、開設できる

全ての避難所 
山辺中学校：下金井、湯の原、 

荒町、西荒町、 

北小松、美里町、 

若里町、小松町 

里山辺体育館：新井、藤井、 

薄町、兎川寺 

山辺小学校：上金井、林 

県が丘高校：西小松 

松本工業高校：南小松 

教育文化センター 

（里山辺公民館） 

 

 

 

避 難 所 

運営主体 

避難所運営委員会 

住民主体 

市職員 

（地域づくりセンター・

避難所担当職員） 

 

 

 

 

 

平成４年８月に里山辺公民館が

市の指定避難所になりました。 

これにより、運用の一部が変更

になります。 

目立つところに貼ってください 

里山辺公民館 

【変更】 


